
○基本となる事項を定め、中小企業の振興を図る
○市の責務、中小企業の責務、中小企業関係団体の責務等を明らかにする
○地域社会の発展及び市民生活の向上に寄与する

○中小企業の自主的な努力を尊重
○中小企業が地域の経済及び雇用を支え、地域社会において重要な役割を果たしているという認識
○創業から成長に至るまでの各段階において行う
○市、中小企業、大企業、中小企業関係団体、金融機関、教育機関等の連携の下、市民の協力を得
て行う

経営の革新、
経営基盤強化
の支援

目的（第１条）

基本理念（第３条）

施策の基本方針（第１１条）

○中小企業や中小企業関係団体等、関係機関で組織
○中小企業を取り巻く環境についての情報交換
○施策についての協議・検討

○積極的な経営の向上
○人材の確保、労働環境の整
備、地域社会の発展に寄与
○労働者は、能力の向上を図
り中小企業の発展に寄与

○中小企業振興施策の総合的
な策定・実施
○各関係機関等と連携
○市民等の理解を深める
○受注機会の増大に努める

市

○他の団体等と連携した支援
の実施
○支援機能及び支援能力の向
上

中小企業関係団体

○中小企業と連携・協力

大企業

○中小企業の資金調達の円滑
化

金融機関

○中小企業の振興の施策に協
力

市民

○中小企業の勤労及び職業に
関する意識の啓発

教育機関

創業の支援 資金調達の支援
人材確保、
事業承継の支援

御殿場市中小企業振興基本条例 概要図

御殿場市中小企業振興推進会議

各機関の責務・役割・協力（第４～１０条）

推進会議（第１２条）
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前文

御殿場市の特徴、中小企業の役割、中小企業の現状と課題、条例制定の意義
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